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書式第12号 (法第28条関係)

事業報告用

2020年度 事業報告書
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1事業の成果
2020年度は、引き続き、ビルマ(ミヤンマー)、 タイ、カンポジア、中国をはじめとするアジア地域の人権状況の

調査・アドポカシー活動(人権活動家・表現の自由の侵害、ビジネスと人権、女性と子どもの人権等の分野)に関

する田査・アドポカシー活動を行つたり、ミヤンマーにおける教育支援を実施した。ミヤンマーにおける教育支援

は新型コロナと軍事クーデターの影響があり、実施は容易ではないものの準備を進めている。ニューヨークの国

連総会・安保理、ジュネープでの国連人権理事会に対するアドポカシーを続け、女性の権利や紛争・武器と人

権、iCC等、グローパル・キャンペーンを引き続き行つた。

日本国内では、刑法性犯罪規定の改正を高める署名活動やメディア等を通じたアウトリーチが世論喚起につ

ながり、法務省の法務省刑事法検討会への働きかけ有臓者検討会の設置につながったほか、バV出演強要間

題の解決を求めるアドポカシーも継続した.中国の香港やウイグルの人権問題、ミャンマーでの軍事クーデター

による人権問題、オリンピック建設現場の労働環境調査、ビジネスと人権に関する事実調査のフォローアップ、

産業別での企業へのエンゲージメント、ESG投資への働きかけを行つた。このほか、言論・表現の自由、外国人

の権利等の国内の人権課題に取り組み、東日本大震災被災地の法律相談を引き続き行つた。日本国内での次

世代育成のため人権教育・啓発活動も行つた。

2事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【1 275】千円)

事業費
く千円)

従手
‐
1目

人数

受蚕
対彙者
範囲 人数

受壺
対象者日時 場所

足歌に配載
された
事業名

事業内容

ビルマ、中
国、カンポ
ジア、タイ、
等当餞市民
一般

無数 1,907
通年

日本、ビルマ、

中国等

ニューヨーク・

ジュネープ

50名

く人権侵害事実調査・公表プロジェクト>

引き続き、人権状況が懸念されるビルマ、カンポ

ジア、タイ、中日、書港等、アジア地域における

人権状況に関する事実調査・情報収集と報告書

等の公表、政府機関・国連等への提言・ロビー活

動等を行つた。

近年、特に人権状況が悪化している中国に関し

て、書港の民主化運動に対する弾圧に関する報

告書を国連に提出すると共に、院内週会や映画

イベントを開始し、ウイグル人への大規模な人権

優書についてオンラインイベントを開催した。

また、ビルマでの2021年 2月 の軍事クーデータを

受けて、非晏力平和的な市民に対する深刻な人

権侵害を非難し民主主義政治の回復を求める声

明を他団体と共に公表し、在日ビルマ人組織と

共に政府に対して公開質問状を提出し、その回

答を踏まえた院内集会を開催するなどした。

市民社会に対する継機的な人権侵書が行われ

ているカンボジアについても、他の国際人権団体

と共同してカンポジアにおける人権の奥硯に向

けたEUの取組に加わるよう日本を含む13カ日

国際支援事
業



の政府に対して姜睛書を提出した。

ビジネスと人権に関連する現地からの情報収集

とネットワーキング、調査を継縮した。

:Ю20年 10月 24日 に核兵番禁止条約が発効した

ことを受けて、声明を公表した。その他イスラエ

ルやビルマなどでの武力粉争下での人権問題

や、市民の保護強化や幕政へ壱岐の人口密集

地での使用をを阻止する取組みなど行つた。

国際支援事
業

く女性の人権プロジェクト>

従前より取り組んできた刑法性犯罪規定の改正

問題について、20`Ю年に刑法改正後施行後3年

目の見直しが実施されることから、他団体と協力

して署名10万筆を集め、要望書や改正案〈改打)

を政府に提出し紀者会見を行い、更にSNS上で

のフォトアクションやオンラインイベントを複数回

開催するなど引き続き、日本における性被書根

絶のための政策提言を行つた。また、調査、キャ

ンペーン、アドポカシー強化のためのクラウドフア

ンデイングを行い約3m万円の寄付を得た。さら

に、日本のパV出演強要被害問題についても、そ

の対処のための要請書を提出するなど根絶のた

めの政策提言、ロビー活動、啓発活動を行つた。

加えて、コロナ禍で浮き彫りになつたDⅥ臓書につ

いて声明を公表し、森喜朗オリンピック組織委員

会前会長の性差別発言への抗議声明を発表し、

スポーツ分野における性差別問題や男女機会均

等の調査活動を行つた。

通年
日本、ニュー
ヨーク

35名

日本、アジ

ア、中東等
の女性―

般。

無数
3,415

国際支援事
業

く子どもの人権プロジェクト>

米国連邦修9条掘似の学校牧青における性差別

禁上を求める政策提言と調査活動を米国ロース

クール国際人権クリニックと共同で行い、報告書

を作成・公表した。また、ミヤンマー、イラクなど海

外の子どもの権利優書についてモニタリングとア

ドポカシーを継続した。

通年 日本等 30名
日本、ミヤン
マー、イラク
等の子ども

無数 2,025

国際支援事
業

〔海外人権教育プロジェクト>

ビルマ国内で、弁護士会等と連携し、弁饉士、学

生などを対象とする人権教育を実施した。本年

は新型コロナウイルスの影響があり、講師の演

航が困難であるため、現地の協力弁饉士に睛義

DVDを送付する方法により実施する準備を進め

て講薔を録回したものの、2021年 2月 に軍事クー

デターがあり、2021年 6月 末時点では実施の日

処が立つていない状況である。

通年
日本、ビルマ、
タイ、カンポジ
ア、中国等

25名

ビルマ、タ

イ、カンボジ

ア、中国等

市民・法律

家・学生

直接的
:こ:ま約
100人。

波及効

果として

は無数。

3,041



人権の促進
保護のため

_

の調査。研究
提言・普及事
業

く人権政策提言プロジェクト>

日本の人権状況について、国際基準・各種目連

勧告に従い改善されるよう政策提言・アドポカ

シー等を行い、外交・援助政策において人権が

主流化されるよう政策提言を犠けた。

被災地での法律相談を継続すると共に、震災10

年目を迎えることからトークイベントを開催した。

特に今年度は、新型コロナとの目遠で、日本に

滞在するオーバーステイの外国人の人権保障を

求める声明の作成公表や、他の団体とともに新

型コロナ対応にあたつて国際人権基準に則つた

措置を取ることを求める声明を作成公表した。ま

た、入管法改正に向けた専門部会からの「提言」

について国際人権基準の観点から問題点を明ら

かにする声明を作成公表した。

ビジネスに国連する人権問題については、引き

続き日本政府と企業、投資家等に対し、国連ビジ

ネスと人権指導原則に即した人権尊重・保護を

実施するよう働きかけ、ダイアローグを強化する

と共に、人権デューデイリジエンスの実効性強化

に向けた法改正や立法を求めた。新型コロナの

影響下にある外目人労働者の人権保障に関す

る意見書を作成公豪した。また、日本企業のサ

プライチェーン上で発生している新彊ウイグル自

治区に関連する強制労働の問題に取組み、企業

に■間状を送付の上、報告書を作成して記者会

見を開催、日本政府、投資家、企業に対して国

際基準に則った適切な対応を求めた。さらに、日

本企業によるミヤンマー曰軍と関連のある現地

企業との提携問題に取組み、声明を作成し、当

破企業とのダイアローグを実施した。その他の目

軍との関連事業についても田壺し報告書を作成

して、日連ビジネスと人権ワーキンググループに

対して申立てを行うと共にオンラインイベントを開

催した。軍事クーデター後は企業への働きかけ

を強化し、共同声明やオンラインイベントを更に

開催した。中目漁船上でのインドネシア人労働者

に対する人権侵書の問題にも取組み、調査して

1報告書を作成すると共に関連する日本企業に対

|するアンケートロ査を実施して、通法漁業規制の

|ための制度改善を求めた。

通年 日本 30名

日本、アジ
ア諸国等の

市民

無数 3,509

人権の促進
保護のため
の調査・研究
提言・普及事
業

く国連・国際人権基準の調査・アドポカ
シープロジェクトン

困宇論言性嘉ご絡召晟雪響ぬ僣露,E
能l:麗慧晰1醐轟晨遷t3路,押

贅鎌鵬齢讚鮮禁診鋼躙隆者距。

通年
東京、ニュー

ヨーク、ジュ

ネープ等

20名
日本の市民
一般

無数 3,214



国
及

□目
額n
名

日本の市民
―般

2=161
東京、ジュネー

一一̈
一

アジア地域、日本。そして世界の人権優書の状

況と当団体の政策提言についてウェプサイト、メ

ディア、ニュースレター等により情櫂提供を行う。

また、シンポジウム、トー・クイベント、報告会等の

開催、出版などを通じた啓発活動を行つた。オン

ラインイベントなどの開催を通じ、様々なレベル

及啓発を行い、国際人権善

準の普及に勢めた。さらに、中高生向け人権教

育の事業やユースフエスティパルの実施、世界

子どもの日映像スピーチコンテストの開催、オン

ラインサマースクールの開催、人権薬会話教菫、

中高生のための人権教育教材の普及等を通じ、

で

プロジェクト>

本年度は、本年度は、コロナ禍によリオフラインイベントの実施がほばなく、書籍・グッズ販売などその他事業は

実施していない。



書式第 13号 (法第 28条関係)

令和 2年度 活動計算書 (その他事業が生L場合)

特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ

同

金  額 小計・合計

7:865,247

正会員会費

賛助会員会費

学生会員会費

法人会員会費

マンスリーサポーター会費

受取会費計

4,003,940

710,589

36,218

2,190,000

924,500

11,004,575

4,723,920

253,749

111,578

40,000

11,9()7

76,880

80,142

500,000

120,000

5,086,399

個人寄付

法人寄付

悌パリュープックス

輔ベネフィットワン

ソフ トバンク棘

榊ノースフィール ド

お宝エイ ド

世界こどもの日

その他寄付金

受取寄附金振替高

受取寄附金計

5,170,000

800,000

1,650,000

7=620,000

OSF助成金

連合愛のカンハ

JANIC

受取助成金計

1,516,693

1,800

5,800

6,400

139,000

1,363,693

書籍売上

DVD売上

英会話収入

その他収益

事業収益計

ッズ売上

1=1003

1,003受取利息

その他収益計

8,557,237

335,801

633,702

9i526,740

給与手当

退職金

法定福利費

人件費計

業務委託費

公演 。イベント費用

旅費交通費

通信費

保険料

修繕費

水道光熱費

2,051,031

547,863

281,834

177,306

22,950

683,111

242,505
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消耗品費

租税公課

地代家賃

広告宣伝費

支払手数料

諸会費

会議費

支払リース料

ソフトウェア償却

雑費

その他経費計

292,791

3,825

1,883,492

1,116,768

1,718,594

38,720

1,523

126,225

192,780

367,200

9,748,518

1,307,297

59,259

111,833

1,478,389

給与手当

退職金

法定福利費

人件費計

1,382,421

259,712

3,343

41,070

31,104

4,050

120,555

42,800

23,328

675

269,948

157,795

300,195

6,480

271

22,275

34,020

64,800

業務委託費

公演 。イベン ト費用

旅費交通費

通信費

保険料

修繕費

水道光熱費

消耗品費

租税公課

地代家賃

広告宣伝費

支払手数料

議会費

会議費

支払 リース料

ソフ トウェア償却

雑費

その他経費計

871 450□減 額 【A

4,931

2,030,489雑収入

2,035.420D額  【C】 ―囲

111二171∞1187o

64,100

11,054,690前期繰越正味財産額 ・・。⑤

び事業税

国 |ギ.■ 118.39714∞

費 用 計



前期繰越指定正味財産

小野基金

震災ビルマ基金

小計 11,858,933

10,754,133

1,104,800

当期指定正味財産増減額

小野基金

震災ビルマ基金

小計 (5,086,399)

(5,000,000)

(86,399)

次期繰越指定正味財産

小野基金

震災ビルマ基金

5,754,133

1,018,401

親 繰 越 正 1味
1.財

■産  ^|■   ■拒 鸞 1■ ■,■ . ■■
=|一

::,‐ 1や 16,ηあ534



書式第 15号 (法第 28条関係)

令和 2年度 貸借対照表
ヒューマンライツ・ナウ

□ ロ

1,050,778

64,100

225,057

83,872

18,130

8,100

未払法人税等

前受金

預り金

預り雇用保険

□

り

155,812

B-2

11,054,690

11,858,933

7,842,770

399)

22,913,623
(一般正味財産)

(指定正味財産)

当期正味財産増減額

(一般正味財産)

【月 口 小計・ 合計

ｒ
■
　
●

A

現金

普通預金

貯蔵品

前払費用

172,962

24,994,893

570,988

33,000

500

ソフトウェア 850,500

【A】 資 産 合 計 ①+② 27,275,843

鐵蝠濾褻轟爾
磯璽塵睡雲翌黎

27,275,343【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 0

目亜亜囲



令和 2年度  計算書類の注記

重要な会計方針

計算書類の作成は、ⅢO会計基準によっています。

(1)欄卸資産の評価基準及び評価方法

相卸資壼 (貯蔵品)の評価方法は、口別法によっています。

(2)固定資産の減薔償却の方法

無形固定費産 定額法を採用しております。

(3)消費税等の会計処理

消費税の会針処理は、税込経理方式によつています。

事業別損益の状況

使途等が制約 された寄附金等の内訳

使途等が劇約 された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通 りです。

当法人の正味財産は25,669,9“ 1円 ですが、その うち6,772,5“ 円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約 されていない正味財産は18,897,4∞ 円です。

4。 固定資産の増減内訳

借入金の増減内訳

科 目 期末残高

合計 0 0 0 0

役員及びその近親者 との取引の内容

役員及びその近親者 との取引は以下の通 りです。

活動計算書計

(貸借対照表)

特定幸営利看働法人ヒューマンライツ・

国連・ 国際

l+eto,r.r科 目 女性の人権
人櫂優害

事実■査

海外人権

教育

人権政策

提言

国内情報

提供
事業部門計 管理部門 合計

8∞ ,(�Ю

0

85,“Ю

5,170,000

880,000 153,αЮ

0

3,“2,田 1

7,620,000

1,505,093

0

7,86● 247

7,341,994

0

11,GК】0

1.003

7,865,247

11,∞4,留5

7,6`Ю ,αЮ

l,51Q603

1,∞3

6∞ ,αЮ

73,∞7

2,926,132

1,6ヨ 0,(�Ю

鉗り,086

7".007 4."5,“ 8 800,αЮ 6,136,399 153,000 12,787,674 15,219,344 28,007,618

871,527

39,606

74.553

2,02Q783

39,506

74.553

871,527

319,506

74.553

1,∞7,291

59,259

111.830

1,∞7,291

59,259

111,830

1,∞7,"1
59,259

111,830

871,527

39,506

74,553

8,557,237

335,801

633,702

1,307,297

59,259

111,833

9,864,534

395,000

746,535

1.478.389 11.005,129985,駁Ю 2,134,342 985,■烙 1,478,■Ю 1,478,■Ю

2,310,743

551,200

322,904

208,410

27,αЮ

803,066

285,305

316,119

4,500

2,153,440

1,274,063

2,01&7"
45,:関Ю

l,794

148,まЮ

226,8∞

432.000

200,637

322,967

32,595

2Q735
2,7(Ю

80,366

28,530

15,547

450

179,963

105,194

203,425

6,320

179

14,850

22,680

43.200

173,137

2,227

27,377

",7“2,700

00,3“

23,震Ю

15,547

■Ю

179,∝ ,3

105,194

200,125

4,320

179

14,850

22,aЮ

“

.2∞

2,1,571

92,437

41,065

31,102

4,050

1",5●

42,795

102,651

675

269,944

157,792

31Q7〔 撼

6,480

2,9

22,275

34,0"

“

.8∞

809,7∞

47,880

84,lF8

31,102

4,0〔Ю

la,■9

鯰,795

23,321

675

2Ю,944

166.592

301,783

6,4田Ю

260

22,1″ 5

34,020

64,800

259,706

3,341

41,065

31,102

4,Om
l",5嶋

42,795

23,321

675

623,752

157,792

"0,1886,薇Ю

2,9

22,275

34,020

亀 釧 )

173,137

2:227

27,377

20,7315

2,7(Ю

80,ま沿

28,530

96,857

450

179,963

277,750

χЮ,235

■320

179

14,850

22,680

43,200

2,051,031

647,863

281,83`

177,まЮ

2,9m
683,111

242,505

292,791

3,325

1,883,492

1,116,768

1,71■ 594

33,7"
1,523

126,225

192,780

367,200

259,712

3,343

41,070

31,104

4,050

120,555

42,300

23,328

675

209,948

157,795

300,195

6,480

271

22,275

34,020

6■ 800

173,137

76,775

27,377

21,795

2,700

80,3(H5

23,530

15,547

400

179,963

146,454

202,050

4,320

179

14,850

22,00
43,2∞

9,748.518 1.38221 11,1",9391.00,373 1,280.338 921,580 1,663,263 2031,2" 1,7815,11)0 1,175,586

3,“1,643 ■駅D,008 3,214,D60 2,161,142

1.受取会費
2.受取書附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益

纏常収益計

E 経常費用
1)人件費

綸科手当

退職金

法定福利費

人件費計

2)その他経費

業務委託費

公演・ イベン

旅費交通費

通信費

保険料

修繕費

水道光熱費

消耗品費

租税公環

地代家賃

広告宣伝費

支払手数料

諧会費

会議費

支払 リース料

ソフトウェ

雑費

その他経費計

経常費用計

… … … … … …

|…
… …

僣考内 容

10,754,133

1.104.800

000, 5,754,133

1,018,401

11,858,933合計

小野基金

震災ビルマ基金

減 少科 目 取得

2,3,500

0

“

0,5∞0

733,862

1,134,000

7“,862

1,134,000

0

7“,862 1,134,000 733,862 1,134,000 203,600 8:Ю ,瞑Ю

無形日定資産

ソフ トウェア

投資その他の資産

敷全

合計

科 目
計算書類に
計上された

金額

内、役員 と
の取引

内、近颯者
及び支配法
人 との取引

0 0



7 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の接分方法

事業費と管理費の接分は、事業に係る作業を見積もつて使分しております。



書式第 17号 (法第 28条関係)

令和 2年庸 財産 国
特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ

)

ヨ

金  額 小  計 合  計

現金預金

現金

現金 (ドル)

現金 (パーツ)

現金 (ミ ャンマー)

三菱UFJ銀行①

三菱WJ銀行②

三菱UFJ銀行③

三菱UFJ銀行④

三菱WJ銀行 (外貨)

ゆうちょ銀行

楽天銀行

Papal

Paypal(外 貨)

郵便振替

郵便振替

三菱

『

J銀行

46,387

118,681

1,557

6,337

5,104,

1,006,

13,862

272,152

111

3,115,

25,537

765,032

206,426

3,004,

724,781

10,755,

25,167,

貯蔵品 570,988

前払費用

榊エニシフルコンサル 寄付管理システム 令和3年4月 33,000

未収金

ロボット.ペイメント 令和3年2月 分、3月 分 653,500

ソフトウェア

Selesおrce支援者管理システム 850,500

27,275=

1,050,

64,100

225,057

225,057

未払法人税等

未払費用

給与手当 。交通費

震災 公演イベント

支払家賃

961,267

33,411

56,100

【A】 資 産 合 計 ①+②

前受金

連合愛のカンパ

B―

預り金



源泉所得税

預り雇用保険

預り住民税

83,872

18,130

8,100

155,812長期預り金

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 1,605,849

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 25,669,



書式第18号 (法第28条関係)

日 令和31年 |′月菱劇

,令和3年

2020年 年間役員名簿

2役員一覧

『
r[11コIE困

=冒
II]【B=服ヨEEEBttI口

=II理
ヨ
=電

]II[覇Eコ1菫7=ヨ

1確認事項(法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

目【ヨ
どちらかにo

[Ξ□

□[]

ロロ

ロロ

(フリガナ)

氏名

ゴトウヒロコ

後藤 弘子

mm年 4月 1日

2021年 3月 31日

2鯰0年 4月 1日

2021年 3月 31日

""年
4月 1日

2021年 3月 31日

220年 4月 1日

2)21年 3月 31日

220年 4月  1日

221年 3月 31日

2)20年 4月 1日

2021年 3月 31日

`Ю

a年 4月 1日

2021年 3月 31日

a20年 4月 1日

χ)21年 3月 31日

a20年 4月  1日

χ21年 3月 31日

睡 狂翼□互囲

2020年 4月 1日

χ〕21年 3月 31日

ウエ

ウ

□[]

□

イトウカズコ

伊藤 和子

スギモトアキラ

杉本 朗

イトウマコト

伊藤 真

ドイカナエ

土井 香首

クープステファ
ニールイーズ

C00P
STEPHハ 1゙:E

LOUiSE

テラマチトウコ

寺町 東子

Πヨ

□[]

E□

の

コ

●

(申 慮キ)

年 月 日

年 月 日

，

一

年 月 日

年 月 日

＾
●

日

・

月

¨

年

年 月 日

４

一

ｒ
●

年  月 日

年 月 日

3
年 月 日

年 月 日

７

，

年 月 日

年 月 日

口
・】

年  月 日

年 月 日

ロ

年  月 日

年 月 日



書式第18号 (法第28条関係)

元書類収受日 令和3″ル
'日

差幣類収受日令和3年9月

"颯

10
。監事

ミウラマリ 2020年 4月 1日

2021年 3月 31日

年 月

″

□

年  月 日三浦 まり

ユキタジュリ 202)年 4月 1日

2021年 3月 31日

年  月 日

年  月 日雪田 樹理

ノマケイ 2020年 4月 1日 年  月 日

野間 啓 2021年 3月 31日 年 月 日

ハマダヒロミチ 2020年 4月 1日 年  月 日

演田 広道 2021年 3月 31日 年  月 日

イシダマミ 2020年 3月 29日 年  月 日

石田真美 2021年 3月 31日 年  月 日

コンノ タカコ
紺野 貴子

年 月

″

コ

31 □

2020年 3月 29日

2021年 3月 31日

年 月

″

コ

フジモトコウジ
藤本 晃嗣 年  月 日

□

12
□□

13

理事・

ヽ
―
ノ

〓

一

／
‐人
詳

Eコ

『

買¬

16
扁 □

17
□□

建石 真公子
20ZЮ年 4月 1日

2020年 3月 "十日

年  月 日

年  月 日



書式第4号 (法第 10条 。第28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 〈社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人___上二
=:5:2壺

工2.=土:2__

氏  名

(申 恵キ)

2
後藤 弘子

3
上柳 敏郎

4
阿部 浩己

5
伊藤 和子

6
伊藤 真

7
土井 香宙

8
紺野貴子

9
三浦 まり

10
藤本 晃嗣

11
石田真美

12


